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令和３年第２回定例会（１０月議会）

総 務 企 画 委 員 会

会 議 の 概 要
書記 斎 藤 淳 子 録

招集年月日時 令和３年１０月１８日(月曜日)

決算特別委員会終了後

招 集 場 所 議事堂 総務企画委員会室

本日の会議案件

１ 会議録署名員の指名

２ 企画振興部関係の所管事項

（趣旨説明・質疑）

本日の出席状況

出席委員

委 員 長 佐々木 雄 太

副委員長 住 谷 達

委 員 原 幸 子

委 員 杉 本 俊比古

委 員 島 田 薫

委 員 佐 藤 正一郎

委 員 加 藤 麻 里

委 員 鈴 木 洋 一

書 記

議会事務局議事課 斎 藤 淳 子

議会事務局政務調査課

今 野 武 俊

総務部総務課 柴 田 穣

企画振興部総合政策課

田 中 紀 子

会 議 の 概 要

午後２時４６分 開議

出席委員

委 員 長 佐々木 雄 太

副委員長 住 谷 達

委 員 原 幸 子

委 員 杉 本 俊比古

委 員 島 田 薫

委 員 佐 藤 正一郎

委 員 加 藤 麻 里

委 員 鈴 木 洋 一

説 明 者

企画振興部長 鶴 田 嘉 裕

企画振興部次長 高 橋 一 也

市町村課長 藤 原 亨

委員長

ただいまから、本日の総務企画委員会を開きます。

初めに、会議録署名員を指名します。

会議録署名員には、杉本委員、加藤委員を指名し

ます。

それでは、企画振興部関係の所管事項に関する審

査を行います。

初めに、執行部から発言を求められておりますの

で、これを許可します。

企画振興部長

このたび、県が市町村に権限委譲した事務の処理

に要する経費を交付する権限移譲推進交付金の過年

度交付分について、交付金額を過少に算定していた

ことが判明いたしました。市町村に御迷惑をおかけ

したと同時に、県民の行政に対する信頼を損ねるこ

とになってしまったことを、深くお詫び申し上げま

す。

今後は、事務処理マニュアルに従った適切な業務

執行とチェック体制を徹底し、再発防止に向けて取

り組んでまいります。

大変申し訳ございませんでした。

市町村課長

【提出資料「権限移譲推進交付金（過年度交付

分）に係る過小算定について」により説明】

委員長

以上で、説明は終了しました。

ただいまの説明に関する質疑を行います。

住谷達委員

今回の過小算定については、本当にいろいろと信

頼を損なうゆゆしき問題だと感じております。エク

セルの単純な表計算ミスが原因だとすれば、３年間

もこうした状態が続いていたというのは、本当にチ

ェック体制が緩んでいると感じざるを得ません。

この問題については、今の課長の責任ではないと

思います。当時の市町村課長は、現在、財政課長を

されていますよね。こんな単純な表計算ミスも見抜

けなかった方が、財政課長として県の財政を見てい

るのが果たしていいのかどうか、私にとっては不安

でしかないという思いがあるのですけれども、その

辺はどう考えていますか。

企画振興部長

確かに前任者は現在の財政課長です。ただ、課長

が今回の事務の誤りを発見できたかどうかについて

は、１万件を超える権限移譲事務の中、何百枚にも

わたるエクセルのシートを全て課長が自らチェック

することはなかなか困難ではないかと思います。そ

の辺は、当時の課長が、きちんと職員に対して、チ
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ェックの徹底をしっかりと指示すべきであったので

はないかと考えております。

住谷達委員

裏を返せば、事務処理が膨大でこういった単純ミ

スが見抜けなかったというところかと思うのですけ

れども、その上で、今回再発防止策としてデジタル

技術を活用するとなっていますけれども、具体的に

どういう内容か教えてください。

市町村課長

交付金の算定に当たっては、エクセルの計算式を

使っているのですが、本来入るべき数値の入力漏れ

などがあった場合にそれをチェックできるように、

現在、エクセルのシートの改良を進めています。あ

るいは、今デジタル政策推進課のほうにも相談して

いるのですが 数式を単純入力する作業などを自

動化するＲＰＡ（ロボティック・プロセス・オート

メーション。主に定型業務などのデスクワークを、

人間の代わりに仮想知的労働者などと呼ばれるロボ

ットに行わせること。）というソフトウエアなどを

導入して、担当職員の負担を減らすことによって、

その分、チェックに集中して時間を掛けられるよう

にするといったことを現在考えております。

佐藤正一郎委員

算定ミスは３年間にわたるわけですけれども、そ

れが分かったきっかけはどういうことだったのです

か。相手側の市町村も、県が算定した額でこのとお

り受けてきたわけでして、そういった点では、どう

いうことでこれが分かったんですか。誤りがあった

から改善するということ自体はいいのですけれども、

せっかくですから、そういった経緯も教えてくださ

い。

市町村課長

権限移譲推進交付金につきましては、県において

もそれぞれの権限移譲事務を担当している課があり、

市町村においてもそれを受ける担当課が、福祉であ

れば福祉、建設であれば建設というふうにあります。

毎年、こうした単価ですとか、あるいは昨年度何件

処理したかなどを、当課から市町村の権限移譲担当

部署を通じて、市町村の各事務の担当部署にチェッ

クを依頼しています。そして、市町村から返ってき

たものを、県の各担当課にチェックしてもらう仕組

みになっています。

今回の自立支援医療の支給認定に関する県の担当

部署は障害福祉課になりますが、１０月８日に、秋

田市の保健所から「この内容は誤りではないか。」

と障害福祉課に連絡がありまして、算定誤りが判明

したものでございます。

佐藤正一郎委員

そうすると、秋田市からそういう話があったので

調べたところ、結果的には全ての市町村が同じ表に

基づいて算定していますから、秋田市と同じ間違い

が３年前からあったということがはっきりしたとい

うことなのですね。

市町村課長

そういうことでございます。

鈴木洋一委員

このソフトは県庁内部で作っているのか。それと

も何かアウトソーシングしているのか。この辺どう

なのですか。

市町村課長

県の職員がエクセルを使って、自前で算定用の表

を作っています。

鈴木洋一委員

ソフト会社が作っているのではないんだね。

私、最初にこの話を聞いたときに、過少算定額を

９,０００万円と聞いたので、「えっ」と思ったの

だけれども、資料を見たら９００万円程度になって

いますね。私の聞き間違いだったのかな。

企画振興部次長

鈴木委員に御連絡したのは私なのですが、発音が

悪くて、９００万円が９,０００万円に聞こえてし

まったかもしれません。大変申し訳ございません。

鈴木洋一委員

では、私の聞き間違いだったかもしれない。

そうすれば、ソフト会社ではなくて、内部で作っ

ているんですね。分かりました。

原幸子委員

今回秋田市の保健所から連絡が来て、県が間違い

に気付いたという説明でしたが、そうすれば、ほか

の市町村にはどのように連絡を取りましたか。

市町村課長

本日の委員会の前 午前中に、取りあえず概要

ということで、県の算定誤りがあったことを報告し

ております。委員会で説明を行ったうえで、市町村

には、この後、今後の進め方などについて改めて詳

しく説明するとともに、謝るというか、そういった

ことを進めていきたいと思っております。

原幸子委員

そうすれば、今日初めて各市町村に連絡をしたと

いうことで、今後の県の対応とかについては、この

委員会が終わり次第、また各市町村とやり取りをし

ながら、過小算定した分の交付金を支払っていく形

になるということなのですね。

市町村課長

そのような段取りにしたいと考えてございます。

原幸子委員

あともう一点伺います。今、再発防止策の説明を

受けたときに、課長から、事務処理のマニュアルの

手順に従ってと説明があったのですけれども、そう

すれば、今まではマニュアルに従っていなかったの
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ですか。

市町村課長

これまでも事務処理の手順に沿ってはいたのです

けれども 今回の事例に関しましては、当該事務

が前々から継続していたわけではなく、平成３０年

度に新たに市町村に権限移譲した事務だというのが

一つのポイントで、その際に作った計算用のシート

に誤りがあったものです。そういったところをこれ

まで見抜けなかったということで、今後は事務処理

マニュアルの手順に従いながらチェックを徹底して

いくことで、再発防止に努めてまいりたいと考えて

います。

杉本俊比古委員

私もかつて県の事務の権限移譲を打診される市町

村の立場にいたのですけれども、その立場からする

と、例えば事務費だとか、人件費だとか、掛かる費

用についてきっちり担保していただけることを前提

に、受ける側の市町村としてどういう対応を取って

いくか、それができるのかどうかも含めて、内部検

討をして対応した記憶があります。

その経験からすると、権限移譲というのは、先ほ

ど部長もおっしゃっていましたけれども、相当多岐

にわたる事務ですよね。さっき秋田市の保健所から

連絡があったという説明がありました。自立支援医

療の支給認定事務というと、何となく感覚的に健康

福祉部辺りが所管しているかと思うのですけれども、

その事務に係る部分だけが過小算定されたと分かる

ものなのですか。あるいは それこそ先ほど１万

件以上という話がありましたが 多岐にわたる事

務を全てトータルして、市町村課なのか企画振興部

なのか分からないのですけれども、その表計算ソフ

トで計算しているのですか。というのは、今回問題

となった事務だけでなく、他の事務にも影響する懸

念があるのではないかという意味で伺うのですけれ

ども。

市町村課長

交付金について若干説明いたします。交付金は、

人口割とか、面積割などで算定された、それぞれの

事務ごとの定額分と、処理件数に応じて積算する件

数割分を足したものから、市町村によっては手数料

を取っている場合もあるのでそれを差し引いた分に

ついて交付しております。今回の事案については、

特に件数割のほうで、人件費の単価の積算部分で、

本来金額が入るべきところの数字が抜けていました。

権限移譲事務は全部で１,７００、延べでは１万

１,０００ほどあるのですけれども、全部の事務で

同じような積算の仕方をしております。ですので、

同じ数式を使って、エクセルの表で一つ一つの事務

について計算して、それを市町村ごとにまとめて交

付金を払うということになっていて、基本的には同

じような支出の仕方をしています。たまたま平成

３０年度に、新たに自立支援医療の支給認定事務に

係る積算項目を作るときに、エクセルのシートに入

れる計算式が誤っていたということです。そこに気

付けなかったのが、算定ミスが発生した大きな原因

となっています。

ですので、そういったところを気を付けていくと

いうことで 私どものほうからあまり言えないの

ですけれども やはり●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●と考えてございま

す。

（※４ページで発言訂正及び取消しを申出、同ペー

ジで発言を取消し）

委員長

暫時休憩します。

午後 ３時 ５分 休憩

午後 ３時 ５分 再開

委員長

再開します。

企画振興部次長

今市町村課長が説明したとおり、１万１,０００

の事務について、１つのエクセルのソフトの中で計

算しております。基本的には、人件費単価掛ける所

要時間というのが共通していて、各事務について同

じような数式が入っております。今回見つかった事

案について秋田市から報告を受けた後に、過去５年

分に遡りまして、全部の事務について算定誤りがな

いかどうかを確認して、ほかの事務については誤り

がないことを確認しております。

杉本俊比古委員

こういう残念なケースがあった場合、これからの

再発防止策として必ず、ダブルチェックとか、複数

でといったことが出てくるのですけれども、積算用

のファイル自体が間違っていたとなれば、もう県の

職員であれ、市の職員であれ、どれだけ真剣にチェ

ックしても気が付くはずのないことになるわけです。

だから、今鈴木委員もおっしゃったけれども、専門

家が作ったソフトではない、職員が自前で作ったも

のでやっているという 当時は、先進的にこの業

務をこうやったほうがいいという、本当に真面目な

真剣な気持ちで作ったものだとは思うのですけれど

も、やはり、事務に精通していても、システムの類

いのプロではなのです。そうしたものを基に予算を

動かしているのだとすれば、職員のチェック体制も

もちろんですけれども、そうしたところのチェック

も少しやらなければいけないなと思うのだけれども、

いかがでしょうか。
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企画振興部次長

まずは、職員の中にエクセルの表計算式などに詳

しい人間もおりますので、そういった者のアドバイ

スも受けながら、現在のシート 計算式の改善、

改良を進めます。また、課長からも説明がありまし

たとおり、デジタル政策推進課等に相談しながら、

一部の事務をロボット化して、効率化することによ

って、チェックする時間を設けることを考えていま

す。ただ現在のところは、ＲＰＡが実際に導入可能

かどうかはこれからの検討になりますけれども、そ

ういったものも活用して、自動化する際には当然専

門家の意見も聞くという形になりますのでそうした

方の意見も聞きながら、間違いのない事務が遂行で

きるように検討してまいりたいと思っております。

杉本俊比古委員

複数の職員によるチェックと言うと、逆に言えば

職員のチェックミスがあったようにも聞こえます。

今回の事例からすると、システム的なところで問題

がある場合もあると思います。職員がしっかり頑張

っても防げない部分は、また別の方法で再発防止に

取り組まなければいけないのではないかと思います

ので、それをお願いして終わります。

島田薫委員

今後の対応についてですけれども、資料の３

（１）に「市町村への追加交付」とあります。市町

村に追加交付された場合に想定される影響について

伺いたいのですが、この交付金には人件費等が含ま

れていますが、市町村で、例えば人件費の追加支給

などに対応しなければいけないことになるのか、そ

うした影響についてどのようにお考えでしょうか。

市町村課長

今後、補正予算を計上したいと思っていますが、

そこでお認めいただければ、市町村に交付金を追加

交付することになります。ただ、基本的に人件費等

という形でありますが、過少算定されたのは今年度

分ではなくて過年度分になりますので、その辺りは

追加の交付ということで、今年度分の事業等に大き

く影響はないと考えております。

島田薫委員

市町村においては、遡って考えていくと「この人

の給料は過小に支給されていたのではないか」とい

うことにつながるのではないかと、それが心配され

ることです。このように人件費に係るものは、年度

ごとに終わっているからいいということではないの

ではないかと非常に心配するところでありまして、

質問させていただきました。

企画振興部長

島田委員がおっしゃるのは、実際に過年度分の事

務を担当した市町村職員の給料に影響があるのかと

いう御質問と受け取りましたけれども、過年度分に

ついてのいわゆる給料、あるいは給与に値する分に

ついては、それぞれの市町村において適正に支払わ

れていると思います。この交付金は、飽くまでも県

が市町村に権限移譲するに当たり、事務処理で負担

をかけるので、その部分に関して、事務費分をプラ

スアルファでお支払いするということですので、職

員個人の給与については影響はないものと考えてお

ります。

それと、先ほど市町村課長から、今回以降といい

ますか、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●というような発言がございましたけれども、たま

たま今回は秋田市の職員の方が気付いて、県に連絡

があったので積算ミスが判明しましたけれども、飽

くまでも最終的にチェックをするのは我々県の職員

ですので、今後は我々がきちんと確認をしたいと思

っております。先ほどの市町村課長の発言は取り消

させていただきたいと思います。すみませんでした。

（※３ページの発言の訂正及び取消しを申出）

委員長

部長から申出がありましたが、先ほどの発言につ

いて取消しをさせていただいてもよろしいですか。

【「異議なし」と呼ぶ者あり】

委員長

異議ないものと認めます。

先ほどの市町村課長の発言に関する取消しの申出

を許可することとします。

（※３ページの発言を取消）

以上で、企画振興部関係の所管事項に関する質疑

を終了します。

本日の委員会を終了します。

散会します。

午後３時１２分 散会


